
























６．地域の将来イメージ
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● 通りごとの街並みイメージ　【大通り】

楽しい時間を提供する
サービス・アミューズメント系の施設

街路樹の緑

モール＆パサージュ

既存地下通路

地下通路への顔出し
店舗

時代の先端を先取りする
百貨店・専門店など

将来の街並み整備イメージ （案）（断面構成イメージ）

地下空間との
連続性の確保

■風格ある商店街を形成する
　建築物ファサードの連続

■新宿通りの一体感が
　感じられる景観･建築物高さ
　(スカイライン)の維持

■低層部における
　賑わい用途の
　連続性の確保
■公共空間と
　連続した緑の創出

■地下歩行者空間と建物の連携

オープンカフェ

中高層部の高さを
揃えることで街並みが
整い美しい通りになる

低層部の店舗の連続が
まちの賑わいを生み、
歩行者に楽しみを与える
（透過性の高いしつらえ、

モール上でのオープンカフェ等）

モール＆パサージュにより、
大通りが隣の商店街や
新宿御苑とつながる

▼
まちが一体となる

個
別
目
標
達
成
に
よ
っ
て
望
ま
れ
る
効
果
は・・・

■国際的な商業拠点として
　ふさわしい用途の導入

■来街者が楽しく
　歩ける回遊性の
　高い空間の創出

パサージュとの連続性を演出する空間的なしかけ
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通りと建物内部の
一体感を生む、
低層部のしつらえの工夫

● 通りごとの街並みイメージ　【パサージュ等の12m未満の通り】

将来の街並み整備イメージ （案）（断面構成イメージ）

ヒューマンスケールの
商店街に多様な空間や仕掛け
（ピロティ*、小広場、オープンカフェ等）

を導入

建物からの車の出入りを
気にせず、来街者が楽しく
まちを歩けることで
回遊性が高まる

様々な業種・業態が
立体的・横につながることで、
来街者にとって多様な選択が
可能となる商店街となる

個
別
目
標
達
成
に
よ
っ
て
望
ま
れ
る
効
果
は・・・

こだわり物販・飲食

【今後の検討事項】
・通りごとに、壁面後退をするかどうか
・斜線制限緩和のための壁面後退距離について検討

新宿の食文化を発信する飲食

専門性の高い物販

■国際的な商業拠点
　としてふさわしい
　用途の導入

■時代に対応した
　機能導入が可能となる
　建物階高・建物高さの確保

■低層部におけるにぎわい
　用途の連続性の確保

■歩行者が楽しくなる
　通りの魅力向上

■土地の有効利用による
　新宿にふさわしい規模の創出

■風格ある商店街を
　形成する建築物
　ファサードの連続

（駐車場の出入口等、
　賑わいを阻害する床利用の解消）

■建物更新における
　現建物以上の規模（床面積）の確保

より一層親しみやすい
商店街になる

▼

＊ピロティ：建物の１階が、柱だけで屋外空間となっている建物の、その部分
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　駐車場附置義務については、新宿区主催の新宿駅周辺地区地域ルール策定協議会
（以下、「地域ルール協議会」）が平成23年11月に発足しました。新宿EAST推進協議会を代表して、
会長・副会長の4名が地域ルール協議会のメンバーになっています。
　新宿EAST推進協議会では、駐車場附置義務の基本認識と期待をとりまとめ、新宿駅周辺
地区地域ルール策定協議会に提出しました。
　また、新宿区は、平成24年度末を目標に地域ルールの検討を進めているところですが、
平成23年度中に、暫定基準の運用を始める予定です。

Ⅰ 基本認識
　新宿EAST地域のまちづくり、ならびにエリアマネジメント団体として発足した新宿ＥＡＳＴ
推進協議会は「駐車場は、まちづくりのための大切な手段・方法」を前提とし、①誰にも誤解無
く理解できる簡明な内容、②地域の主体的参加で誰もが守れる内容とすることを基本認識とし
て、表題の新宿ルール（新宿駅周辺地区地域ルール）に、次のことを期待します。

Ⅱ 新宿ルールへの期待
　基本認識にしたがって、新宿ルールへ期待するのは次の三項目です。

● 駐車場の考え方
　新宿EAST推進協議会では、駐輪場の附置義務についても、駐車場と同様に新宿EAST地域の特性に
対応した地域ルールの策定に向けて、以下のような方針で、検討を進めています。
　今後、このような方針をもとに、新宿区との協議を進めていきます。

● 駐輪場の考え方

鉄道利用2011年12月20日

新宿EAST推進協議会
会長　竹之内 勉

新宿駅周辺地区地域ルール策定協議会
会長　高橋 洋二 先生

駐車場附置義務・新宿ルールの基本認識と期待

1．駐車場・附置義務の新たな原単位は、地域のデータに基づいて定める

2．駐車場・附置義務の新たな隔地措置は、地域の実情に基づいて定める

3．隔地措置は三点セット（＊）で考え、隔地の距離と場所は、三点各々の特性に応じて決める

（＊）三点セット：一般用、障害者用、荷捌き用の駐車場（施設）

以上

行政と民間の役割分担を
明確にする

自転車の利用目的に対応した
行政と民間の役割分担とします。

方向性１ 新宿ＥＡＳＴ地域を
一体的にとらえる 

ＥＡＳＴ地域を全体的にとらえ、
整備すべき駐輪場を地域全体で確保します。

方向性2

地域特性に対応した
ルールとする

「EAST地域に自転車で来訪する割合は低い」等の
特性に対応した地域ルールとします。

方向性3 既存駐輪場を有効活用する

既存駐輪場の利用促進を図るソフト施策の
展開により、有効活用します。

方向性4

行　政 民　間

まち利用

自転車の利用目的 EAST地域

個別整備

駐輪場の整備主体

EAST地域

集約整備

新宿への来訪時の利用交通手段（休日）
（平成20年アンケート調査）

自転車；3％

鉄道；81％

その他；16％

資料：「第４回新宿駅周辺地区地域ルール策定協議会検討資料」

［既存駐輪場］［既存駐輪場］

利用率が低い

利
用
促
進
の
た
め
の
ソ
フ
ト
施
策



８． 推進スケジュール

15

平成23年度の成果を踏まえ、平成２４年度以降、地域の具体的なルールづくりを進めます。

街並み

駐車場

駐輪場

（地区計画等）

Ｈ24年度以降

地
区
計
画
素
案

地
区
計
画
の
決
定

容
積
率
割
増
の

方
向
性
決
定

地
域
ル
ー
ル
の

策
定

条
例
改
正

地
域
ル
ー
ル
策
定

Ｈ
　
年
度
の
成
果

２３

● 暫定基準による対応

● 条例・地域ルール検討 ● 地域ルール運用

※上記スケジュールは、現時点でのスケジュールのため、今後の検討によって、変更の可能性があります。

● 新宿EAST地域全体の
　地区計画の内容検討

● 各商店街における
・ 地区計画のしくみ・考え方の理解
・ 地区計画の活用の判断

● 地区計画地元案の
　とりまとめ

● 容積率割り増し手法の検討　関係機関協議

新宿駅周辺地区地域ルール策定協議会

地域ルールの検討・協議

● 都市計画決定に向けた手順 ● 地区整備計画の適用拡大

● 容積率割り増しの制度適用検討

● 地域ルール運用
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